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制度の
所管・関
係官庁

0
4
3
0
0
1
0 私人への

公金取扱
委託の範
囲を拡大

地方自治法
第243条
地方自治法
施行令第
158条

公金の徴収・収納については、原則私人に取
り扱わせることは禁止されている。

D -

　御指摘の公の施設における各種講座受講料、公の施設に
設置されたコピー機の利用代金については、使用料又は手数
料として位置づけることができるものであり、その徴収・収納に
ついて地方自治法施行令第１５８条第１項第１号及び２号の
規定により私人に委託することが可能である。
　なお、公の施設を利用した自主事業の内容について承知し
ていないが、指定管理者が独自に行う「自主事業」ということで
あれば、その事業の対価は公金ではなく、指定管理者の収入
となるものである。

　本提案は、使用料ではなく、公の施設
（生涯学習センター）を利用した市主催の
イベント（指定管理者へ業務委託）の入
場料、及び手数料ではなく、市が実施す
るｺﾋﾟｰｻｰﾋﾞｽ（指定管理者へ業務委託）
に係る実費徴収的な代金について、私
人（指定管理者）への徴収委託を可能と
するよう求めている。
　これら地方自治法第158条第1項各号
に定めのない公金の徴収委託を可能と
することができないか、再度検討し、回答
されたい。

D

　　御指摘の公の施設における各種講座受講料、公の
施設に設置されたコピー機の利用代金については、そ
の詳細な内容が不明であるが、一般的には使用料又は
手数料の適宜の設定により、現行法においてもその徴
収・収納について私人に委託することが可能である。
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平成18年度に生涯学習機能をメインとし
た公の施設「生涯学習センター」を供用開
始し、指定管理者に委任する予定である。
指定管理者による業務には、使用料や手
数料の徴収収納事務が発生するため、指
定管理者とは業務の協定締結のほか、公
金取扱の契約締結を準備しているが、市
が主催する各種イベントや各種講座の自
主事業の入場料や受講料、施設に設置し
ているコピー機によるコピー代金などにつ
いては、指定管理者に対して現金を取り
扱わせることができず、市職員が対応しな
ければならない。公金取扱委託可能な範
囲を拡大することによって、公の施設運営
の職員関与を排除し、より一層の効率化
を図ることが可能となる。

現行の法令では、公金取扱について使用料や手数
料等は私人への委託が可能であるが、公の施設を
利用した市主催の自主事業における入場料や、公
の施設内に設置するコピーサービスの料金は委託
ができない。自治法改正で指定管理者制度が導入さ
れたところであるが、公金の徴収・収納事務について
も、可能な限り職員の関与を排除し、市民サービス
の向上と経費節減効果を目指し、より一層の効率化
を図る。
(なお、左記「生涯学習センター」以外の施設におい
ても、今後、指定管理者制度を導入する際、同様の
課題が起こり得る。)

大東市 総務省
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徴税吏員
を道府県
吏員以外
の者にも
広げるこ
と

地方税法第
１条第３号
地方自治法
第１７２条

平成17年3月25日に閣議決定された「規制改
革・民間開放推進３カ年計画」において、地方
税の徴収に関する民間開放を一層推進するこ
とが盛り込まれたことを踏まえ、「地方税の徴
収に係る合理化・効率化の一層の推進につい
て」（H17.4.1付　総税企第79号　自治税務局長
通知）等により、地方税の徴収について公権
力の行使に係る補助的な業務を含め、民間へ
の業務委託等を推進するよう地方団体に通知
したところである。（なお、相手方の意に反して
行う立入調査や差押え・公売等の強制処分な
どについては、地方税法の規定により徴税吏
員の実施主体が限定されていることから包括
的に民間的に民間事業者に委託することはで
きない。）

Ｃ
「地方税の徴収に係る合理化・効率化の一層の推進につい
て」（Ｈ１７．４．１　総税企第７９号　自治税務局長通知）等によ
り、既に整理済み。

　貴省回答にある「地方税の徴収に係る
合理化・効率化の一層の推進について」
において、提案に係る部分（徴税吏員の
拡大等）については、どのような整理が
なされているのか、明らかにされたい。

規制改革・民間開放推進３か年計画におい
て、「地方税の徴収事務については、徴税
率の向上や国民の不公平感を払拭する観
点から、徴収業務にノウハウを有する民間
事業者を活用することが重要であると考え
る。したがって、地方税の徴収について、各
地方公共団体の個人情報保護政策との整
合性に留意しつつ、このような事業者のノウ
ハウを活用できる業務の民間開放を一層推
進する。」とされている。本計画を踏まえて、
貴省回答において民間事業者への業務委
託ができないとされている事務について、民
間開放推進をさらに検討していただきたい。
そうでないと、徴収業務の包括的な外部委
託ができない。

Ｃ

既に回答済のとおり、「地方税の徴収に係る合理化・効
率化の一層の推進について」（H17.4.1付　総税企第79号　
自治税務局長通知）等により、地方税の徴収について公
権力の行使に係る補助的な業務を含め、民間への業務
委託等を推進するよう地方団体に通知したところであ
る。なお、相手方の意に反して行う立入調査や差押え・
公売等の強制処分などについては、地方税法の規定に
より徴税吏員の実施主体が限定されていることから包括
的に民間的に民間事業者に委託することはできないと整
理済であるもの。
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0 地方税法上の徴収業務については､徴収

業務にノウハウを持っている民間事業者
を活用する。

提案理由：
 現在の地方税法では、徴収の業務は道府県知事か
ら委任を受けた道府県吏員である徴税吏員となって
おり、相手方の意に反して行う立入調査や差押え・
公売などの公権力の行使は徴税吏員に限定される
ので、公権力の行使を包括的に民間事業者に委託
することが出来ない｡
　このため、徴収業務にノウハウを持っている民間事
業者を活用することによる徴収率の向上と行政コスト
の削減を図る。

高知県 総務省
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収納事務
の委託規
程の緩和

地方自治法施行令第158条の２第２項により、
納税通知書その他の地方税の納入に関する
書類に基づかなければ、地方税の収納をする
ことは認められていない。

Ｅ

地方税は、租税としての性格から、会計処理上、納付書の税
額と納入された税額の対応関係を確認する作業を確実に行う
ことによって、徴収の漏れを防止する必要があり、地方自治法
施行令第158条の２第２項は、納税通知書その他の地方税の
納入に関する書類に基づかずに地方税の収納をすることを認
めていない。
ただし、納付書をあらかじめ準備し、租税債権の有無及び納
付額を確認したうえで収納する等、法令の規定に基づく収納
方法を妨げない。

　貴省回答はE(事実誤認）ということであ
るが、本提案では、「地方税法上の収納
業務については､収納業務にノウハウを
持っている民間事業者を活用する」こと
ができるよう求めている。
　これについての実現の可否、並びに可
とする場合の活用可能な範囲、方法等を
明らかにされたい。

Ｅ

地方税法上の収納業務の民間委託については、地方自
治法施行令第１５８条の２において、「収納の事務を適切
かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎
を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定め
る基準を満たしている者」に事務を委託することができる
とされているもの。なお、納付書については前回回答し
たとおり。
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地方税法上の収納業務については､収納
業務にノウハウを持っている民間事業者
を活用する。

提案理由：
　現金による収納業務について、吏員・その他の職
員以外の収納業務にノウハウを持っている民間事業
者を活用することにより、徴税関係の効率的委託が
可能となる。

高知県 総務省
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指定管理
者が収受
できる利
用料金等
の緩和

地方自治法
第２４４条の
２第８項、第
２３５条の４
第２項

ー D -

　ご指摘の必要なサービスに係る料金については、その詳細
な内容が不明であるが、一般的には使用料（利用料金）の適
宜の設定により現行においても対応可能であるところ。また、
公の施設の利用に係る債権を担保するための保証金につい
ては、一般的に収受することは可能であると考えられる。

　本提案では、公の施設の使用料に相
応するものに限らず、特定の者に提供す
る役務やその者の利益のために行う事
務に対する手数料や報償、あるいは各
種事業に対する参加費等について、指
定管理者が収受できるようにすることを
求めている。現行の利用料金制度にお
いて、提案の趣旨に沿ったこれらの料金
の収受がすべて可能となるのか、再度検
討し、回答されたい。
　また、貴省回答によると、「公の施設の
利用に係る債権を担保するための保証
金については一般的に収受することは可
能でる」とのことであるが、本提案におい
ては、使用料に相応するもの（利用料
金）ではない当該保証金について、これ
を指定管理者が収受することが可能とな
るよう求めている。この点を踏まえ、再度
検討し、回答されたい。

Ｄ

　ご指摘の必要なサービスに係る料金については、その
詳細な内容が不明であるが、ご指摘の指定管理者に経
済的インセンティブを与えるとともに、サービスの向上に
つなげることができ得るような料金については、一般的
には使用料（利用料金）の適宜の設定により現行におい
ても対応可能であるところ。
　また、指定管理者が、公の施設の利用に係る債権を
担保するための（使用料に相応するもの（利用料金）で
はない）保証金について、一般的に収受することは可能
であると考えられる。

右の提案主体
の意見を踏ま
え、提案の内
容について再
度検討し、回答
されたい。

指定管理者が特定の者に提供す
る役務（コピーサービスや電気・水
道・ごみ処理等）やその者の利益
のために行う手数料、あるいは講
習会等の参加費も公の施設の使
用料（利用料金）といえるのでしょう
か。また、保証金は賃借人に対す
る未払い賃料債権や損害賠償債
権（原状回復等）が生じたときのた
めの預り金と考えられるが、これも
指定管理者は収受できないものと
考えている。平三・四・二自治行三
八自治省行政局行政課長通知で
は「…利用料金は、公の施設の使
用料（自治法第225条）に相応する
ものであること」とされている。貴省
回答では対応可能とのことである
が、再度ご検討のうえ回答願いた
い。また、問題ないのであればその
旨通知されたい。

Ｄ -

　指定管理者が公の施設の管理の範疇におい
て実施するサービスの対価としての料金につい
ては、使用料又は利用料金の適宜の設定によ
り現行においても対応可能であるところ。他方、
公の施設の管理業務の範囲外として使用料又
は利用料金の範囲に含める必要がないもの（コ
ピーサービス等）については、そのコピーサービ
ス等の実施主体が指定管理者であるときは、使
用料又は利用料金の一部と位置づけることな
く、指定管理者が直接収受することは可能と考
えられる。
　また、指定管理者が、公の施設の利用に係る
債権を担保するための（使用料に相応するもの
（利用料金）ではない）保証金について、一般的
に収受することは可能であると考えられる。
　なお、ご懸念の事項については、本回答に
よって足りると考えられることから、別途通知す
る必要まではないものと考える。
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地方自治法の平成15年改正により、指定
管理者は公の施設利用に係る料金を収
受できるようになったが、その範囲は公の
施設の利用の対価であり、公の施設の使
用料に相応するものに限られている。これ
を、特定の者に提供する役務やその者の
利益のために行う事務に対する手数料や
報償、あるいは各種事業に対する参加費
等として収受できるようにすることで、指定
管理者の経済的インセンティブを与えると
ともに、サービスの向上につなげることが
でき得る。また、指定管理者が管理する
賃貸型のオフィスや工場等の債権を担保
するために設定する保証金等を収受でき
るようにすることで、指定管理者の経営の
安定に資することができるものと考える。

提案理由：公の施設の管理運営及び事業運営より
効率的、効果的に行うためには、民間企業の経験や
ノウハウを導入していくことは不可欠である。指定管
理者が特定の者に提供する役務や事務事業に対す
る手数料、報償、あるいは参加費等として収受できる
ようにすることで、指定管理者に経済的インセンティ
ブを与えるとともに、よりよいサービスの向上につな
げることができる。また、指定管理者が管理する賃貸
型のオフィスや工場等の債権を担保するための保証
金等を収受できるようにすることは、民間の同種施
設の敷金や保証金の実態を考えると必要であり、ま
た、指定管理者の経営の安定に資することができ
る。なお、保証金については、本来、指定管理者が
収受すべきものであるが、指定管理者の指定期間
が必ずしも入居者の入居期間と一致しないため、公
の施設の設置者が収受できるように規定を設けるこ
とが、より望ましいものと考える。

板橋区 総務省
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地域通貨
（上野原
エコノ エ
コロ マ
ネー：
UEM）に
対する円
兌換可能
性の付与
と行政が
授受する
サービス
に対する
地域通貨
による決
済

地方自治法
第225条・第
227条・第
228条第１項

第225条「普通地方公共団体は、第238条の4 
第4項の規定による許可を受けてする行政財
産の使用又は公の施設の利用につき使用料
を徴収することができる。」
第227条「普通地方公共団体は、当該普通地
方公共団体の事務で特定の者のためにするも
のにつき、手数料を徴収することができる。」
第228条第1項「分担金、使用料、加入金及び
手数料に関する事項については、条例でこれ
を定めなければならない。（以下略）」

D

（以下、円兌換制の付与の可否とは切り離して回答する）
・総務省では平成16年度に3団体、平成17年度に5団体を対象
に地域通貨モデルシステムの実証実験を支援している。
・平成16年度の実証実験実施団体（千葉県市川市・福岡県北
九州市・熊本県小国町）と平成17年度の実証実験実施団体の
うち既に実験を開始した千葉県銚子市、島根県雲南市、大分
県別府市及び熊本県阿蘇市では、公民館、美術館、市営駐
車場、市営温泉の使用料として地域通貨による決済を行って
いる。一般に、公共施設等の料金は条例によって定められて
おり、容易に改定することはできないが、実証実験実施団体で
は条例の解釈の拡大により対応している例もある。
　また、実証実験実施団体では、地域通貨の発行量に月、公
共施設等の運営に関わる総務部門や財政部門と地域通貨発
行に従事する部門との間で調整することにより、公共施設等
の使用料を地域通貨で支払うことによる地方公共団体の収入
圧迫リスクを軽減している。
・このように、提案事項のうち行政が提供するサービスに対す
る地域通貨による決済は、各地方公共団体における条例の
解釈の拡大若しくは条例の改正が必要となるものの、現行の
地方自治法の規定にて対応可能

　貴省回答はＤ（現行規定により対応可
能）ということであるが、
　本提案の趣旨にあるように、手数料そ
の他実費徴収的な代金を含んだ行政が
提供するサービスに対する対価及び公
の施設の使用料等について、地方自治
法第231条第1項（歳入の収入の方法）そ
の他の条項に照らして、条例に定めるこ
と等により、これらを地域通貨により支払
い、及びこれを収入すること（決裁）が可
能であるのか、再度検討し、回答された
い。

D

地方自治法第２２８条第１項では「分担金、使用料、加入
金及び手数料に関する事項については、条例でこれを
定めなければならない（以下略）」と規定しており、行政
が提供するサービスに対する地域通貨による決済には
条例の裏付けが必要。
例えば、実証実験団体のひとつである市川市の市川市
文化会館については、使用料を定めた条例の中に「市
長は（中略）特段の理由があると認めるときは、使用料
を減額し、又は免除することができる」として、「使用料の
減免」が設定されており、この枠を拡大して運用し、地域
通貨による決済を減免の対象として対応している。
このように、条例の解釈の拡大若しくは条例の改正によ
り行政が提供するサービスに対する地域通貨による決
済は使用料等の減免の対象とすることで、現行の規定
で対応可能である。

1
0
6
4
0
2
0

 商工会代表・行政代表・UEM利用者代
表・大学代表で構成されるNPOを設立し、
メンバー登録費と賛助金を準備資産として
「ウエノハラ エコロ エコノマネー」（UEM）を
発行し、次の2点に使用する。①登録メン
バー相互間で「相対で合意されたUEM表
示価格」によって行われるグッズとサービ
スの取引、②上野原市が地区ごとに設け
ている憩いのサロンなどで行われるベ
ビーシッティング、小学生の登下校の際の
安全パトロールなどボランティアによって
行政に提供されるサービスおよび住民票
の発行や市営温泉など行政が提供する
サービスに対する支払い（詳細は別紙１に
記述）

ここに提案するUEMは「入会金と賛助金を準備資産
として発行される上に、商店街クーポン券を経由した
円兌換と上野原市が授受するサービスへの支払い
によってその価値が担保される」ので、北海道栗山
町ほかで発行されてきたボランティアベースの地域
通貨が内包している「通貨機能の喪失」のリスクがな
く、地域通貨本来の機能、すなわち、「法定通貨の下
で形成されているビジネスライクな人間関係では掬
いきれない『小さな善意』を支えとした少子化・高齢化
問題への対応と地域活性化・安心安全な生活環境
創出のエネルギーを持続的に生み出すことが期待で
きる。本件は教育と遵法精神を両立させなければな
らない大学が参加する関係で踏み込んだ特区の認
定を得たいと考えている（詳細は別紙１に記述）

山梨産業
情報交流
ネット
ワーク 構
造改革特
区・地域
再生研究
会

総務省
財務省

0
4
3
0
0
6
0

新商品の
生産によ
り新たな
事業分野
の開拓を
図る者の
認定に係
る実施計
画提出の
緩和

地方自治法
施行規則第
１２条の３の
２第１項

普通地方公共団体の長が新商品の生産によ
り新たな事業分野の開拓を図る者を認定する
ときは、当事業分野の開拓を図る者から、実
施計画を提出させることとしている。

F Ⅲ
　提案を受けて、実施計画の提出の簡素化の実現に向けて対
応を検討したい。

　貴省回答はＦ（提案の実現に向けて対
応を検討）とあるが、本提案の実現のた
めの措置が直ちに実施できない理由を
明らかにするとともに、本提案の実現に
向けての対応の検討に当たって、その主
体、時期、プロセス、内容等について明
らかにされたい。

B-２
　提案を受けて、実施計画の提出の簡素化の実現する
ため、地方自治法施行規則の改正を検討中である。

　本提案の実
現に向けた、
実施計画の提
出の簡素化の
ための措置に
ついて、その内
容、実施時期
等を明らかにさ
れたい。

Ｂ－２ -

地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規
定による随意契約について、新商品により事業
分野の開拓を図る者の認定に係る実施計画の
提出の簡素化を実現するため、地方自治法施
行規則について、所要の改正を行う。

1
1
2
8
0
1
0

県若しくは市町村において、どちらかが新
商品の生産により新たな事業分野の開拓
を図る者として認定した際、もう一方は、
認定を行った団体へ実施計画等の写し等
及び認定の状況を確認し、その内容を踏
まえ認定をする。

提案理由
県及び市町村が同様の認定基準の要綱を制定し同
じ基準審査を行う際、同じ申請者に係る認定につい
ても、それぞれ実施計画の提出させ疑義等質問に答
えてもらうなど、それぞれの団体で申請者に事務の
負担させており、また、団体においても、それぞれ審
査期間を費やしているが、新商品生産者の申請手続
等簡略化を図り、ｽﾑｰｽﾞな認定を行うことで、より地
域中小企業者等の商品開発意欲を促し、育成を推
進する。
代替措置
県又は市町村が認定した者及び商品に係る実施計
画等を県及び市町村で共有することで、実施計画の
内容を確認することができる。

青森市 総務省
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 04 総務省（8次提案最終回答）

管
理
コ
ー

ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状
措置の分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

規
制
特
例
提
案
事

項
管
理
番
号

具体的事業の実施内容 提案理由・代替措置の内容
提案主体
名

制度の
所管・関
係官庁

0
4
3
0
0
7
0

地方公共
団体に派
遣される
医師の退
職手当の
取扱いに
係る地方
自治法第
２５２条の
１７第３項
の適用除
外

地方自治法
第２５２条の
１７

地方自治法第２５２条の１７に基づいて職員を
派遣する場合は派遣をする地方公共団体が
退職手当を負担する。

B-1 Ⅰ

地方公務員の派遣に係る制度については、地方公共団体相
互間の協力の問題として、一般的な制度として考えるべきもの
であり、地方自治法において、次期通常国会を念頭におい
て、一般的な制度として検討していきたい。

　貴省回答はＢ－１（17年度中に全国的
に対応）ということであるが、これにより提
案の趣旨・内容が実現されるのか明らか
にするとともに、当該措置の内容を可能
な限り、具体的に示されたい。

B-1 Ⅰ

　提案の趣旨・内容が実現できるよう、地方自治法第２５
２条の１７の改正について検討しているところ。
　具体的には、現行規定（地方自治法第２５２条の１７第
３項）において、他の地方公共団体に職員を派遣した場
合、派遣元の団体が退職手当を負担することとなってい
るが、提案のスキームを含め、一定の条件を満たす場
合には、派遣先の団体が退職手当を負担することがで
きるよう特例規定を追加することを検討している。

1
0
1
3
0
1
0

１　医師の都市部への集中等により、町村
部の自治体医療機関の医師不足が深刻
な状況となっており、都市部にあっても産
婦人科、麻酔科等の特定診療科医師が
不足している状況にある。
２　医師確保に第一義的に責任を有する
市町村の努力だけでは医師不足の解消
は極めて困難であり、地域医療の確保に
大きな懸念が生じている。
３　このため、県が医師を採用し、計画的・
広域的・長期的に市町村へ派遣すること
により市町村の医師不足の解消を図るシ
ステムの創設が求められている。
４　この場合、当該医師の退職手当につ
いては、地方自治法第２５２条の１７第３項
の規定により派遣元（県）が負担すること
と定められているが、受益者負担及び公
平の観点から、派遣を受ける市町村が派
遣期間に応じて退職手当相当額を負担す
ることとし、もって医師派遣を円滑に運用
することにより市町村の医師不足の解消
を図る。

１　県が医師を採用し市町村へ派遣する場合には、
医師の資質・志向を勘案しながら、派遣先市町村の
同意を得た勤務プログラム（ローテーション）により計
画的に派遣することとしている。
２　また、派遣医師が退職する時には、派遣元（県）
が退職手当を一括して支給することから、退職手当
受給の保障が図られている。　
３　その後、市町村が派遣期間に応じた退職手当相
当額を派遣元に負担することとするのは、市町村の
同意を踏まえた医師不足解消のための派遣であるこ
とから、受益者負担及び公平の観点から相当であ
る。
４　したがって、①市町村の医師不足解消を図るた
めの医師派遣に限定すること、②市町村が派遣期間
に応じた退職手当相当額を負担することについて同
意している場合に限定すること、の限定的取扱いと
すれば、派遣職員の身分保障及び職員派遣の円滑
な促進を定めた地方自治法第２５２条の１７の規定
の許容範囲内の運用であると考える。

青森県、
宮崎県

総務省

0
4
3
0
0
8
0

歳出予算
の執行に
係る節の
科目の独
自設定

地方自治法
施行令第１５
０条第２項、
地方自治法
施行規則第
15条第2項

予算の目節の区分は、総務省令で定める区
分を基準としてこれを定めなければならない。

E ー

　歳出予算の目節の区分は、地方自治法施行令第１５０条第
２項の規定により、総務省令で定める区分を基準としてこれを
定めなければならないこととされている。これは、会計経理の
適正な執行を可能にするものであるとともに、統一性を確保す
ることにより他の地方公共団体との比較を議会や住民にとっ
て容易に可能にするためのものである。したがって、歳出予算
の節を地方公共団体が独自に設けることは適当ではない。
　なお、提案にある「協働事業推進費」の詳細について把握し
ていないが、一般的には、現行の節の区分（報償費、負担金、
補助金、委託料等）において整理できるものと考えている。

　貴省回答はＥ（事実誤認）ということで
あるが、提案の趣旨は、地方自治法施
行規則第１５条第２項の別記として規定
されている歳出予算の節について、1～
28節以外に独自の節（「協働推進費」）を
設定できるようにすることを求めているも
のである。
　これについての実現の可否及びその
理由について、再度検討し、回答された
い。

Ｃ

　歳出予算の目節の区分は、地方自治法施行令第１５０
条第２項の規定により、総務省令で定める区分を基準と
してこれを定めなければならないこととされている。これ
は、会計経理の適正な執行を可能にするものであるとと
もに、統一性を確保することにより他の地方公共団体と
の比較を議会や住民にとって容易に可能にするための
ものである。したがって、歳出予算の節を地方公共団体
が独自に設けることは適当ではない。

1
0
5
7
0
1
0

新しい公共サービスを提供する仕組みを
確立するため、市民活動団体（ＮＰＯ等）と
の協働事業の割合を増加させることが必
要となっている。この取組みは、今後の自
治体経営に欠かせないものであり、多くの
市民の参加により、住民自治が進むととも
に、行財政改革の大きな力となる。このた
め、平成16年度に「市民活動センター」を
設立し、協働事業の推進の拡大を目指し
ている。この協働事業について、協働の相
手方と契約を締結する場合、契約書の名
称を「協働事業推進契約書」とし、その経
費について、歳出予算に計上する際、節
の科目を「30協働推進費」としたい。

近年、自治体現場では、市民活動団体等との「協働
事業」の必要性が議論されている。総務省の発表し
た「新しい公共」といった考え方にもあるように、「協
働」への取組みが自治体改革の大きな力になる。当
市においても「市民活動センター」を設置し、①協働
事業の公募実施、②市民活動団体による提案事業
の実施が予定されているが、協働の相手方から「委
託契約書による委託料では単なる下請けである」と
の意見が出され、協働事業推進の障害となってい
る。「一般契約上の委託料」と「協働事業委託料」は
全く性格の異なるものである。この点を改善し、「協
働事業推進契約書による協働推進費の支出」という
制度を創設したい。新設の節「30協働推進費」により
予算分析も実施する。このことによって、協働事業の
割合を増加させ、各分野において市民及び市民活動
団体との協働を実現する。

国分寺市 総務省

0
4
3
0
0
9
0

電子入札
の開札時
における
立ち会い
者の撤廃

地方自治法
施行令第１６
７条の８第１

項

（一般競争入札の開札及び再度入札） 
第百六十七条の八 　一般競争入札の開札
は、第百六十七条の六第一項の規定により公
告した入札の場所において、入札の終了後直
ちに、入札者を立ち会わせてしなければならな
い。この場合において、入札者が立ち会わな
いときは、当該入札事務に関係のない職員を
立ち会わせなければならない。

C：入札
事務に関
係のない
職員の立
会を廃止
すること
E：入札
者を立ち
会わせな
ければな
らないこ
と

ー

　落札時の入札者の立ち会いについては、落札に携わった職
員の恣意的な行為等の排除等、入札事務の公正・適正な執
行を確保するために、原則入札の当事者である入札者又は
入札者に代えて入札事務に関係のない職員がその公正・適
正な執行を確認することとしているものである。
　この趣旨からすると、落札に際して入札者等を立ち会わせな
いこととすることは適当ではない。
　なお、入札者は全員落札に参加しなくてもよく、入札事務に
関係のない職員を公正を確保できる限りにおいて、最低１人
立ち会わせればよいのであって、これが地方公共団体にとっ
て特段の負担になるようなものではないと考えている。

　本提案においては、電子入札の方法に
よれば、入力の際の「なりすまし」や入札
金額の改ざんなどの不正を行うことが不
可能であることから、この場合に限り、開
札時における入札者や当該入札事務に
関係のない職員の立ち会いを撤廃する
ことを求めている。
　この点を踏まえ、提案の内容が実現で
きないか、再度検討し、回答されたい。

 電子入札の目的の一つに職員の恣意的な
行為等の排除があり、開札時においても入
札金額の改ざん等が不可能である。さら
に、入札（開札）会場は当然にして公開され
ていることから、立ち会い者を撤廃しても入
札事務の公正・適正な執行は確保できると
考えている。また、電子入札という情報ツー
ルの活用で公正性が担保される手段があ
る中で他の事務に専念している職員を形式
的な手続きのために、立ち会わせることを
特段の負担でないとする考えは理解できな
い。

Ｃ

　開札に係る事務については、開札事務執行職員の恣
意的な行為等を排除し、もって入札の競争性、公正性及
び透明性を制度上確保する必要性から、当事者たる入
札者による確認をすることとしているものである。また、
入札者が都合により開札に立ち会えない場合であって
も、この入札者による確認を担保するために開札事務に
関係のない職員の立ち会いを制度上求めていることとし
ている。したがって、この確認を地方公共団体に共通す
るルールとして制度上定めておく必要があるものであり、
これを制度上排除することは適当でない。

右の提案主体
の意見を踏ま
え、再度検討
し、回答された
い。

電子入札は、「なりすまし」や入札
金額の改ざんを行うことは不可能
なシステムであり、全国的にその推
進が図られている。国をあげて情
報化の進展を進めている現在の状
況の中で、その進展が思惑どおり
にいかない場合の原因の多くは、
その仕組の中でアナログ的な対応
が強いられることであり、公正性及
び透明性が確保される電子入札と
いうツールをより機能させるために
も、電子入札による開札時におけ
る立ち会い者は撤廃すべきと考え
る。

Ｃ -

　開札の際に当事者たる入札参加者が立ち会う
ことにより、開札事務執行職員の恣意的な行為
等を排除し、入札の競争性、公正性及び透明性
を制度上確保することができることとなるもので
ある。したがって、電子入札によることを前提と
したとしても、入札参加者又はこれに代わる職
員を開札に全く立ち会わせないこととすることは
適当ではない。
　さらに、入札参加者が開札に立ち会えない場
合は、開札事務と関係がない職員の立ち会いに
代えることができることからしても、開札の立会
いが電子入札の導入の大きな妨げになるものと
は考えられない。
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電子入札の場合は、入力の際の「なりす
まし」や入札金額の改ざんを行うことが不
可能なため、開札の際の入札者又は当該
入札事務に関係のない職員の立ち会いに
ついて、撤廃することにより、入札・開札会
場の省スペース化、入札者の移動コスト
縮減及び職員の事務執行の効率化並び
に電子入札への円滑な移行につながる。

地方自治法施行令第１６７条の８（一般競争入札の
開札及び再度入札）第１項の規定により開札は、入
札の終了後直ちに、入札者を立ち会わせてしなけれ
ばならない。この場合において、入札者が立ち会わ
ないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち
会わせなければならないとあるが、入札金額の入力
及び開札において不正を行なうことが不可能な電子
入札の場合は、立ち会い者を撤廃することにより、入
札・開札会場の省スペース化、入札者の移動コスト
縮減及び職員の事務執行の効率化並びに電子入札
への円滑な移行につながる。

逗子市 総務省

0
4
3
0
1
0
0 「行政スリ

ム化改
革」推進
特区

ー ー C ー

　貴市の提案の趣旨である、市町村への事務移譲をはじめと
する国、都道府県及び市町村の役割分担の明確化や関与の
廃止・縮減等は、当省としても重要であると認識しているとこ
ろ。
　また、都道府県知事等から市町村長等への事務移譲につ
いては、既に、都道府県の判断により、市町村が事務を処理
することとなる事務処理特例制度により可能であり、平成１６
年度の地方自治法の一部改正において、市町村長が、都道
府県知事に対し、条例による事務処理特例による事務の移譲
を申し出ることができるよう所要の改正を行ったところである。
　なお、冒頭の点を着実に進めるため、新たな制度の創設に
よるべきかどうかについては、ご提案の仕組みは現行の構造
改革特別区域法の枠組みを超えるものと考えられ、幅広い見
地から議論を必要とする問題である。

　右の提案主体からの意見を踏まえ、再
度検討し、回答されたい。

国と地方に共通する事務について、事務と
責任の分担を一致させない限り、市町村に
事務が移譲されても事務執行は画一的で
あり続け、貴重な財源を膨大な中間コストに
費やし続けることになります。「事務分担と
責任分担の一致」への取組みは、「官から
民へ」の改革を有効に進めて行く上でも、欠
かせない視点です。回答では、「幅広い見
地からの議論を必要とする問題である」とさ
れていますが、今や、その段階ではないと
思われます。国自ら「事業仕分」を実施する
ことを明言している状況にあり、本提案を生
かしていただけないでしょうか。特区法に、
当提案を制度の枠外と明確に定める規定も
見当たらないところであり、再度ご検討をお
願い致します。

Ｃ

　貴市の提案の趣旨である、市町村への事務移譲をは
じめとする国、都道府県及び市町村の役割分担の明確
化や関与の廃止・縮減等は、当省としても重要であると
認識しているところ。
　御指摘の事業仕分けについては、平成１７年１２月２４
日に閣議決定された「行政改革の重要方針」において、
「今後、「小さくて効率的な政府」への道筋を確かなもの
とするためには、与党の議論を踏まえこれまで以上に事
業の仕分け・見直しなどを行いつつ、行政のスリム化、
効率化を一層徹底することが必要である。」との観点か
ら、「事業の要否及び主体について仕分けを行い効率化
を図り、事務事業の削減（ワークアウト）を強力に進
め･･･（中略）･･･実施に向けてさらに個別具体的な取組
の検討を要するものについては、「行政減量・効率化有
識者会議（仮称）」（略）の知見も活用しながら、遅くとも
平成１８年６月頃までに行政改革推進本部において成案
を得、政府の方針として決定する。」とされ、中でも重点
事項として「地方支分部局等の行う業務全般について、
「民間にできることは民間に」、「地方でできることは地方
に」との観点から、事務・事業を国が直接行う必要性を
見極め、抜本的な見直しを行う。」「地方向け補助金配分
業務の整理や地方への権限委譲（特に地域振興関連業
務）により業務を大胆に縮減する」等とされているところ
である。
　総務省としても、政府のこれらの取組みを通じて、地方
分権が一層推進されるよう努力してまいりたい。

右の提案主体
の再意見に対
し、対応を検討
し、回答された
い。

わが国では法令や補助負担金を
通じて、事務と事業の双方で中央
が地方行政に深く関与する構造が
続いており、この「国の関与の実
態」は、実際に当該事務事業を最
終的に執行している市町村の側か
ら見なければ十分に詳らかにでき
ません。「事業仕分け」は、既にいく
つかの自治体で先導的な取組み
が行われており、ご回答いただい
た「国の事業仕分け」の取組みにも
期待するところ大ではありますが、
国、都道府県、市町村がばらばら
にこの取組みを進めても、肝心な
「国と地方が関係しあう分野」につ
いて実効性ある成果は得にくいと
思われます。この点を踏まえ、改め
て、当市提案を今後の政府の取組
みに活かしていただけるよう、お願
い申し上げます。

Ｃ -

　地方分権の推進は、国、地方を通じる行政の
構造改革を進める上で極めて重要な課題であ
り、総務省としては、地方公共団体をはじめ各
方面のご意見を踏まえつつ、引き続き地方分権
を積極的に推進してまいる所存である。 1
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市町村の事務事業には国や都道府県に
よる関与、義務づけが多く存在し、手続き
や意思決定を複雑化させ、行財政運営の
効率化、組織のスリム化を妨げている。草
加市では特区等提案を通じて個別に改革
を訴えてきたが、国と地方を通じた歳出構
造見直しが緊要な中、短期集中的な抜本
改革が不可欠と認識する。そこで、特区認
定市町村において国及び都道府県との協
議の場を設け、関与、義務づけの最小限
化と役割分担の明確化への「事務事業仕
分け」を行い、実施可能と判断したものを
「特例法」により試行することを提案する。
認定市町村自らの改革とあわせ、国、都
道府県を含めた「行政スリム化改革」につ
なげ、全国に波及させようとするものであ
る。

1 市は県の同意を得て特区認定を受け、県・国と共
に市の事務事業を対象に協議の場を設ける
2 協議の場において次の「事務事業仕分」を行う。ⅰ
国・県・市の役割分担の明確化と重複執行事務事業
等の整理　ⅱ事務執行に際しての関与と義務づけの
最小化　ⅲその他、事務事業の執行及び行財政運
営の合理化に向けた諸規制改革　ⅳ推進のための
財源調整
3 協議結論は「特例法」により認定市で試行する
4 実施に際し、国・県からの財源移転が必要なもの
は措置
5 国・県が新たに取組むこととされた事務事業は、
ⅰ市の地域に限って実施可能なものは直ちに国又
は県が試行。　ⅱ地域を限定できず、市の地域を越
えた実施が妥当なものは、別途、その実施方策を国
又は県が講じる
以上を特区認定市の事務事業を対象に試行し、そ
の成果の検証により、認定市の改革とあわせ、国と
地方を通じた「行政スリム化改革」につなげこれを全
国に波及させる（別紙あり）

草加市 総務省

0
4
3
0
1
1
0 公職選挙

法第９
条，１０条
の改正

　公職選挙
法第９条

日本国民たる年齢満２０年以上の者で引き続
き３箇月以上市町村の区域内に住所を有する
者は、その属する地方公共団体の議会の議
員及び長の選挙権を有する。

Ｃ Ⅰ

　選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取
扱いなど法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討さ
れるべき問題である。
　いずれにせよ、選挙権年齢のあり方については、選挙の基
本に関わる問題であるので、まずは国会の各党各会派で十分
に議論がなされる必要がある（なお、国会において議員立法
による法案が提出されたこともあるところ）。
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　満１８歳以上の市民に対し，市長選挙及
び市議会議員選挙の投票権を付与する。
若年世代に対して政治参加の門戸を開
き，市政に若年世代の意思を反映させる
とともに，過疎・少子高齢化問題を抱える
本市において，有権者人口の世代間の偏
在を解消することを目的としている。

提案理由：　
　今まで中央や地方が行ってきたその場限りの政策
と古い体質に終止符を打ち，そして，斬新かつ先進
的な政策を打ち出さない限り，多くの自治体は生き
残ることはできない。そこで，本市では，地方主権の
確立のため，自主・自立・自考のまちづくりを進める
とともに，若者への施策を展開している。このことをさ
らに実現するためにも，５０年後，１００年後の未来の
担い手，地域の担い手である若年層とりわけ１８才
以上の市民へ地方参政権を付与することは，若者が
積極的に政治参加し，その意思を反映させ，まちづく
りに目を向けることにより，急速に進展する少子高齢
化社会を打ち破る起爆剤となる。若者達に目を向け
た施策を展開しない限り，本市や日本の未来は無
い。

三次市 総務省
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0 公職選挙

法第９条
第２項の
改正

　公職選挙
法第９条第２
項

日本国民たる年齢満２０年以上の者で引き続
き３箇月以上市町村の区域内に住所を有する
者は、その属する地方公共団体の議会の議
員及び長の選挙権を有する。

Ｃ Ⅰ

　永住外国人に対する地方参政権付与については、我が国
の制度の根幹に関わる重要な問題でもあり、国会の各党各会
派において十分に議論がなされる必要がある（なお、国会にお
いて議員立法による法案として審議されているところ）。 1
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　一定の要件を満たす永住外国人に対し
て，市長選挙及び市議会議員選挙の投票
権を付与する。このことにより，当然に付
与されて然るべき永住外国人の投票権を
保障するとともに，地域のコミュニティの醸
成を図る。

提案理由：
　永住外国人への参政権付与については，以前から
国会に法案が提出されているところであるが，具体
的な議論の進展がみられず時間のみが経過してい
るのが現状である。そこで，この状況を打破するた
め，今回，構造改革特区により永住外国人への参政
権付与を実現し，この問題について国民的議論を起
こすことにより，永住外国人への参政権付与の是非
について，実例に基づいた検証結果と，国民世論の
動向が明確になることが期待できる。

三次市 総務省
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 04 総務省（8次提案最終回答）
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例事項名

該当法令等 制度の現状
措置の分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

規
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特
例
提
案
事

項
管
理
番
号

具体的事業の実施内容 提案理由・代替措置の内容
提案主体
名

制度の
所管・関
係官庁

0
4
3
0
1
3
0 インター

ネットによ
る政見放
送の実施

公職選挙法
第１５０条

公職選挙法第１５０条により、衆議院議員、参
議院議員又は都道府県知事の選挙において
は、選挙運動の期間中日本放送協会及び一
般放送事業者のラジオ放送又はテレビジョン
放送の放送設備により、公益のため、その政
見を無料で放送することができる。

Ｃ Ⅰ

　インターネットによる政見放送については、インターネットに
よる選挙運動の解禁と密接に関係するものであり、また、選挙
運動のあり方にかかわる問題であるため、まずは各党各会派
で十分に議論がなされる必要がある。

　右の提案主体からの意見を踏まえ、再
度検討し、回答されたい。

地域に最も密着した市長及び市議会選挙
にインターネットを利用した政見放送を実施
することにより、候補者の政策等の周知が
図られるのではないか。公職選挙法第１５０
条の政見放送は、国政又は都道府県知事
選挙のみ可能となっているが、法にいう「公
益」は市の選挙においても同様に担保され
るべきであり、テレビ、ラジオというメディア
を欠く市町村においては、インターネットは
唯一の有効な手段である。また、提案は政
見放送のみを取り上げているのであって、
インターネットによる選挙活動とは別に判断
できるものと考える。この件について総務省
自体の見解を伺いたい。

Ｃ Ⅰ

　現行の政見放送について、ラジオ放送又はテレビジョ
ン放送の放送設備により行うこととしており、すべての選
挙について一般的に保障することは実際上不可能であ
るので、国政選挙及び都道府県知事選挙に限られてい
るところである。
　いずれにせよ、インターネットによる政見放送について
は、選挙運動のあり方にかかわる問題であり、また、イ
ンターネットによる選挙運動の解禁と密接に関係するも
のであるため、まずは各党各会派で十分に議論がなさ
れる必要があると考える。

右の提案主体
からの意見を
踏まえ、再度
検討し、回答さ
れたい。

現行の政見放送が国政選挙や
都道府県知事選挙に限られている
からこそ、市長選挙や市議会選挙
にも地域の努力により地域に限定
し、政見放送を可能にしたいという
のが今回の提案である。そもそも
今回は特区の提案であり、公職選
挙法の法解釈を聞いているのでは
ない。また、選挙運動のあり方にか
かわることが全て各党各会派で十
分に議論されることが前提ならば
（いつになるかわからない）、貴省
が早急に働きかけるべきではない
か。それも不可能であるならば、こ
の分野は特区の対象から明確に
外すべきと考える。

Ｃ Ⅰ

　インターネットによる政見放送については、選
挙運動のあり方にかかわる問題であり、また、イ
ンターネットによる選挙運動の解禁と密接に関
係するものであるため、まずは各党各会派で十
分に議論がなされる必要があると考える。
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インターネットを利用した政見放送を市選
挙管理委員会の用意する設備により、無
料で放送できるとする。

新たな情報ツールであるインターネットを利用した政
見放送を可能とすることによって、市長選挙および市
議会議員選挙において、候補者の政策等を周知を
図る。これにより、より市民に身近な選挙となり、投
票行動につながる。

逗子市 総務省
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市長、市
議会議員
選挙の候
補者が選
挙運動の
ためのマ
ニフェスト
の頒布が
できるとと
もに、マニ
フェスト作
成を公営
とする特
区

公職選挙法
第１４２条の

２

　総選挙又は通常選挙においては、候補者届
出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参
議院名簿届出政党等は、当該候補者届出政
党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院
名簿届出政党等の本部において直接発行す
るパンフレット又は書籍で国政に関する重要
政策及びこれを実現するための基本的な方策
等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載
したものとして総務大臣に届け出たそれぞれ
一種類のパンフレット又は書籍を、選挙運動
のために頒布（散布を除く。）することができ
る。

Ｃ Ⅰ

　地方選挙における選挙運動用パンフレットの頒布について
は、
・　選挙運動費用が増嵩することをどう考えるか
・　現在、国政選挙については、政党についてのみ選挙運動
用のパンフレットの頒布を認めているが、地方選挙の候補者
に頒布を認める場合、国政選挙の候補者についてどう考える
のか
など、検討すべき事項があると考えられる。
　いずれにせよ、地方選挙における選挙運動用パンフレットの
頒布については、選挙運動のあり方にかかわる問題であり、
まずは各党各会派で十分に議論がなされる必要がある。

　右の提案主体からの意見を踏まえ、再
度検討し、回答されたい。

地方選挙においては、マニフェスト作成は社
会的に認知されてきており、これを掲げて選
挙を行うことにより、有権者は政策等の達
成時期や数値目標を検証することができ、
市民の市政への参加を促し、市民自治の
実現にもつながるものであることから、全国
的に広がりを見せているのが現状である。
したがって、国政選挙について政党にのみ
配付が可能であるという現状を拡大し、市
長、市議会議員選挙の候補者が選挙運動
のためのマニフェストの頒布ができるととも
に、マニフェスト作成を公営とする特区を認
めていただきたい。

Ｃ Ⅰ

　地方選挙における選挙運動用パンフレットの頒布につ
いては、
・　選挙運動費用が増嵩することをどう考えるか
・　現在、国政選挙については、政党についてのみ選挙
運動用のパンフレットの頒布を認めているが、地方選挙
の候補者に頒布を認める場合、国政選挙の候補者につ
いてどう考えるのか
など、検討すべき事項があると考えられる。
　いずれにせよ、地方選挙における選挙運動用パンフ
レットの頒布については、選挙運動のあり方にかかわる
問題であり、まずは各党各会派で十分に議論がなされる
必要がある。
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選挙運動において、より具体的な政策を
記載したパンフレット又は書籍の配付が
可能となることにより、市民が市政に対す
る理解を深めることになり、課題となって
いる投票率の低下傾向に歯止めをかける
ことにつながる｡　
このためにも、パンフレット又は書籍の作
成のために従事する事務員の人件費を公
営とすることにより、当該パンフレット又は
書籍の作成に負担がかからないようにす
る｡

現在国政選挙については、政党が国政に関する重
要政策を記載したパンフレット等を選挙運動のため
に頒布することができるが、首長及び議会の議員の
選挙においては文書図画の頒布は通常はがきにつ
いて一定部数認められているだけである｡候補者が
市政に関する重要事項及びこれを実現するための
基本的な方策等を示すことにより、有権者が政策の
達成時期や数値目標を検証することが可能となり、
市民の市政への参加を促し、市民が市政に対する
理解を深めることにつながることになる｡したがって、
市長、市議会議員選挙の候補者が選挙運動のため
に、市政に関する重要事項及びこれを実現するため
の基本的な方策等を記載したパンフレット又は書籍
を、選挙運動のために頒布することができるようにす
る。また、本市では本年4月1日に、多治見市マニフェ
スト支援に関する要綱を定め、マニフェストの作成を
容易にするため、多治見市情報公開条例に基づく情
報提供施策として、市が保有する各種計画等の情報
を立候補予定者に対して公平に提供することとして
いる。この制度とパンフレット又は書籍の作成のため
に従事する事務員の人件費を公営とすることと併せ
て実施することにより、より一層マニフェスト作成が普
及することとなる｡

多治見市 総務省
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市長、市
議会議員
およびそ
の候補者
等の寄附
の特例

公職選挙法
第１９９条の

２

公職の候補者、公職の候補者となろうとする
者（公職にある者を含む。）は、当該選挙区
（選挙区がないときは選挙の行われる区域）内
にある者に対し、いかなる名義をもってするを
問わず、寄附をしてはならない。

Ｃ Ⅰ

　国会での議論を踏まえ、昭和５０年の公職選挙法改正にお
いて、金のかかる選挙を是正し、選挙の浄化に資するため、
いかなる名義をもってするを問わず、公職の候補者、公職の
候補者となろうとする者（公職にある者を含む。以下「公職の
候補者等」という。）が選挙区内にある者に対してする寄附
は、特別の場合を除き、認めないこととしているものである。し
たがって、仮に善意の寄附であってもこれを認めることは、そ
の趣旨が損なわれるおそれがあり、また、何が善意の寄附か
の選別も困難である。
　　いずれにせよ、寄附禁止の在り方については、まずは各党
各会派で十分に議論がなされる必要がある。

　右の提案主体からの意見を踏まえ、再
度検討し、回答されたい。

赤い羽根募金は、概ね１００円以下が一般
的であり、法の趣旨は理解できるが、明ら
かに度を越した規制である。例えば、赤い
羽根募金に限定し、寄附額の上限を１００円
とするなどの条件を付したらどうか。「善意」
の選別性の困難さを論拠としているが、募
金は行為そのものが善意であり、一般に国
民の多くが行い、かつ低額が社会的常識で
ある赤い羽根に関しては、地盤形成や、金
のかかる選挙につながるものとは考えられ
ない。「特別な場合」に含まれるとしても、法
の主旨には反しないと考える。この件につ
いて総務省自体の見解を伺いたい。

Ｃ Ⅰ

　国会での議論を踏まえ、昭和５０年の公職選挙法改正
において、金のかかる選挙を是正し、選挙の浄化に資す
るため、いかなる名義をもってするを問わず、公職の候
補者、公職の候補者となろうとする者（公職にある者を
含む。以下「公職の候補者等」という。）が選挙区内にあ
る者に対してする寄附は、公職選挙法第１９９条の２た
だし書の場合を除き、認めないこととされており、寄附の
金額や内容にかかわらず禁止されているものである。
　いずれにせよ、寄附禁止のあり方については、まずは
各党各会派で十分に議論がなされる必要があると考え
る。

右の提案主体
からの意見を
踏まえ、再度
検討し、回答さ
れたい。

貴省の回答にある昭和５０年の
公職選挙法改正による、「金のか
かる選挙を是正し、選挙の浄化に
資する」ことと今回の提案の赤い羽
根（上限１００円位）募金の寄附と
は質が明らかに違うと考える。法の
趣旨に反しないのであれば「特別な
場合」に含めてもよいのではない
か。

Ｃ Ⅰ

　国会での議論を踏まえ、昭和５０年の公職選
挙法改正において、金のかかる選挙を是正し、
選挙の浄化に資するため、いかなる名義をもっ
てするを問わず、公職の候補者、公職の候補者
となろうとする者（公職にある者を含む。以下「公
職の候補者等」という。）が選挙区内にある者に
対してする寄附は、公職選挙法第１９９条の２た
だし書の場合を除き、認めないこととされてお
り、寄附の金額や内容にかかわらず禁止されて
いるものである。
　いずれにせよ、寄附禁止のあり方について
は、まずは各党各会派で十分に議論がなされる
必要があると考える。
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寄附行為のうち、赤い羽根募金について
は、当該選挙区内であっても、市長、市議
会議員およびその候補者、候補者になろ
うとする者の寄附を認める。これにより得
た赤い羽根を募金期間中、身につけるこ
とが出来るとする。

小額が一般的であり、かつ世間に広く認知され社会
の構成員として寄附行為が篤志家との評価につなが
るものではない赤い羽根募金については、地盤培養
行為につながるとは考えられず、行き過ぎの規制と
いえる。寄附を認めることにより、行政を担う者であ
る市長、市議会議員が市民感覚で社会貢献すること
が出来る。同時に、市民にとって、赤い羽根尾を付け
た政治家が身近になるとともに、政治家自身の社会
の構成員の一員であるという自覚の醸成に役立つ。

逗子市 総務省
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0 選挙にお

ける連呼
行為の禁
止

公職選挙法
１４０条の２、
第１４１条の

３

午前８時から午後８時までの間に限り、選挙運
動のために使用される自動車の上において、
選挙運動のための連呼行為をすることができ
る。

Ｃ Ⅰ
　選挙における連呼行為については、選挙運動のあり方にか
かわる問題であり、まずは各党各会派で十分に議論がなされ
る必要がある。

　右の提案主体からの意見を踏まえ、再
度検討し、回答されたい。

全ての選挙運動が候補者の政策等を有権
者に周知させる方法とするならば、移動中
の自動車からの連呼行為は現実的に効果
がほとんどないのではないか。ただいたず
らに市民生活の静穏を乱すだけだと思え
る。この件について総務省自体の見解を伺
いたい。

Ｃ Ⅰ

　移動中の自動車からの連呼行為も含め、選挙におけ
る連呼行為については、選挙運動のあり方にかかわる
問題であり、まずは各党各会派で十分に議論がなされる
必要があると考える。

右の提案主体
からの意見を
踏まえ、再度
検討し、回答さ
れたい。

貴省の回答が再度「選挙運動
のあり方にかかわる問題が各党各
会派で十分に議論されることが必
要である」というものだけならば、提
案者としても意見を提出する余地
がない。提案者の内容に即した回
答を希望する。

Ｃ Ⅰ

　移動中の自動車からの連呼行為も含め、選挙
における連呼行為については、選挙運動のあり
方にかかわる問題であり、まずは各党各会派で
十分に議論がなされる必要があると考える。 1
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0 地方選挙の選挙運動において、拡声器の

使用不使用にかかわらず、自動車の移動
中における連呼行為を禁止する。

拡声機の正当な使用を担保し、政策を訴える行為と
しての選挙活動を促進するとともに、市民生活の静
穏を保持するため、自動車の移動中における連呼行
為を禁止する。

逗子市 総務省

0
4
3
0
1
7
0

給与支給
方式の口
座振込に
よる統一
化

地方公務員
法第25条2
項

職員の給与は、法律又は条例により特に認め
られた場合を除き、通貨で、直接職員に、その
全額を支払わなければならない。

C

　提案によると、「口座振込により振り込まれた給与の全額が
所定の給与支給日に払い出し得る状況にあれば、通貨での
支払いがあったものとみなす」とあるが、地方公務員第25条第
２項は、現物支給を禁止し、給与の完全、確実かつ容易な受
け取りを保障しようとする通貨払いの原則を定めており、給与
の口座振込については、①職員の意思に基づいているもので
あること、②職員が指定する本人名義の預金又は貯金の口
座に振り込まれること、③振り込まれた給与の全額が所定の
給与支払日に払い出し得る状況にあること、を満たす場合に
は、この原則に抵触しないとされている。
  　仮に、職員本人の意思に基づかない口座振込や本人が指
定していない本人名義の預金又は貯金の口座への振込によ
り、使用者たる地方公共団体が給与を支給することができる
こととすれば、一方的に給与の支払いが完了されることとな
り、職員にとって給与の完全、確実かつ容易な受け取りを保
障する地方公務員法第25条第２項の趣旨を没却することにな
ると言わざるを得ないもの。（なお、通貨払いの原則の例外と
して、口座振込による給与の支給については、民間労働者
（労働基準法施行規則第７条の２第１項）及び国家公務員（人
事院規則）とも、本人の同意又は申出があることが前提とされ
ているところ。）したがって、ご提案のような口座振込を可能と
することは適当ではない。

　右の提案主体からの意見を踏まえ、再
度検討し、回答されたい。

社会情勢の変化から口座振込は一般化し
ており、本人ではない第３者が金融機関か
ら受け取り給与支給者へ確実に手渡さなけ
ればならないリスクを考慮すると地方公務
員法第25条第2項の趣旨を没却するとは言
えず、むしろ信頼性が高いと考えます。厳し
い財政状況のなか、職員への給与の現金
支給にコストをかけているのは、県民の目
線からみても疑問が残るところであり、ぜひ
とも再検討をお願いしたいところですが、困
難であれば、職員に対して給与を口座振込
で支給することができる条例化を検討した
いと考え、条例化が法に抵触しないか、また
給与支給の３原則の特例として口座振込で
選択することが可能か、ご回答をお願いし
ます。

C

　再検討要請によると、「社会情勢の変化から口座振込
は一般化して」いるとのことであるが、民間労働者（労働
基準法施行規則第７条の２第１項）及び国家公務員（人
事院規則９－７第１条の３）とも、口座振込による給与の
支給については、本人の同意又は申出があることが通
貨払いの原則に抵触しない前提とされているところであ
り、本人の同意等によらない一方的な口座振込が社会
情勢として一般化しているとは言えない。また、本人の意
思に基づかない一方的な給与の口座振込や本人が指
定していない本人名義の預金又は貯金の口座への給与
の振込が、直接本人に通貨で支払う場合よりも信頼性
が高いとは言えない。したがって、地方公共団体が何ら
本人の同意等を得ていない口座に一方的に給与を振り
込むことにより、当該地方公共団体の職員に対する給与
債務の弁済が完了するとすることは、給与の完全、確実
かつ容易な受け取りを保障する地方公務員法第25条第
２項の立法趣旨に抵触するものと言わざるをえない。
  　なお、「職員に対して給与を口座振込で支給すること
ができる条例化」については、現行制度において、もとよ
り給与の支給方法については条例で規定することとされ
ているところであるが、条例で本人の同意等を得ない口
座振込による給与債務の弁済について規定することは、
上記と同様の趣旨から地方公務員法第25条第２項に体
現されている基本的な労働法制の考え方に抵触する恐
れがあるものと言わざるをえない。
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現金支給事務により、資金前渡職員の指
名・認定事務や金種の区分・袋詰め作業
が発生している。また資金前渡職員が当
日金融機関へ現金を受け取りに行く手間
や、給与支給者に確実に渡すまでの安全
性も考慮しなければならず、金融機関側
にも負担がかかっている。全国銀行協会
から給与支給方式の口座振込への統一
に対する要請がなされているとともに、支
給方式を口座振込に統一することで、県
庁全体の総務事務を集中化することが可
能となり、コスト削減に繋がる。

提案理由：
　本県においても、職員に給与の口座振込につい
て、強く協力を呼びかけているが、現在のところ、口
座振込率が99.28％と100％は達成できていない。昭
和25年に施行された地方公務員法により、「通貨で
支給」と規定されているが、昭和49年に人事院規則
で口座振込も可能とされてから約30年が経過してお
り、法律が施行された当時とは、比較にならないほど
口座振込は一般化し、信頼性も確保されている。本
特例措置により、県庁全体の給与事務の集中化が
可能となり、コストの削減が見込める。

高知県
総務省
厚生労
働省
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国立大学
法人に対
する寄附
金等の支
出の緩和

・地方財政
再建促進特
別措置法第
２４条第２項

  地方公共団体は、国等に対し、地方財政再
建促進特別措置法第24条第2項の規定によ
り、同法施行令第12条の3に規定されている場
合以外、寄附金等は支出できないこととされて
いる。

Ｃ Ⅰ

　地方公共団体と国立大学法人との連携強化については、平
成１４年１１月に地方財政再建促進特別措置法施行令を改正
し、地方公共団体の要請に基づいて国立大学法人が実施す
る研究開発等で、一定の要件を満たすものに要する経費に対
しては、地方公共団体が寄附金等を支出できるよう措置したと
ころであり、同措置の一層の活用を図られたい。
　また、『「地域の知の拠点再生プログラム」（仮称）』におい
て、地方公共団体が、地域産業の振興等に寄与する研究開
発等を地域再生計画に位置付け、当該地方公共団体の要請
に応じて国立大学法人が実施する場合には、地方財政再建
促進特別措置法第２４条第２項に基づく寄附金等の支出協議
手続を簡素化する等の措置を検討しているところである。
　一方、国立大学法人の通常の運営に要する経費は、国立大
学法人ひいては国が負担するべきものであるから、地方財政
再建促進特別措置法第２４条第２項の対象から国立大学法
人そのものを除外することは認められない。

　貴省回答によると「地方財政再建促進
特別措置法第２４条第２項に基づく寄附
金等の支出協議手続を簡素化する等の
措置を検討している」とのことであるが、
提案にあるように、地域と大学が連携し
た措置となるように、検討を進められた
い。
　また、右の提案主体からの意見を踏ま
え、再度検討し回答されたい。

現在、大臣同意手続きの簡素化を検討して
いるとしているが、そもそも、国と地方が対
等の関係とされる分権型社会においては、
国から地方への一方的な負担の転嫁という
ことはあり得ず、また、住民や議会等による
チェック機能も考えれば、逐一、大臣の同
意を要するという規定は、地方自治体の自
己決定と自己責任を最大限尊重するという
地方分権の趣旨に反するため、国に権限を
残したままの手続き簡素化でなく地方の裁
量権を拡大する方向で見直すべきである。

Ｃ Ⅰ

　提案のご趣旨を踏まえ、地方公共団体と地域の大学と
の連携による地域再生を推進する観点から検討を進め
ることとし、『「地域の知の拠点再生プログラム」（仮称）』
が地域再生本部で決定されるまでには結論を得ることと
したい。
　なお、再建法第２４条第２項に基づく寄附金等の支出
協議手続は、国と地方の適切な財政負担の観点から、
地方分権推進計画（平成１０年５月２９日閣議決定）にお
いてもその必要性が是認されているところであり、制度
の枠組みは維持しつつ、提案のご趣旨を踏まえ検討を
進めることとしたい。

1
0
1
7
0
1
0

県としては、国立大学法人と連携しながら
地域独自の取り組みを行うことにしてお
り、大学が持つ知的資源を活用したい。一
方、国立大学法人側でも地　域に根ざした
事業に取り組むことにより、地域貢献を望
んでおり、地方公共団体による国立大学
法人への財政支出の制約がなくなれば、
両者の連携強化が一層図られる。

・地方公共団体は、国等に対し、地方財政再建促進
特別措置法第24条第2項の規定により、  同法施行
令第12条の3に規定されている場合以外、寄附金等
は支出できないこととされている。
・国では、地方財政再建促進特別措置法に基づく寄
附等の制限は、国と地方の財政秩序を  維持する観
点から、自発的寄附等の名目による国から地方団体
への負担の転嫁を防止するための措置であるとして
いる。
・一方で、経済社会システムが大きく変化する中で、
各地域の諸課題に対して地方が国立  大学法人も
含め国等と連携しながら事業を展開していく場面も
多くなっており、本条項による制限により、相互の共
同事業や連携事業が制約され、新たな事業展開が
図れない状況になっている。

秋田県 総務省

3/5ページ



 04 総務省（8次提案最終回答）

管
理
コ
ー

ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状
措置の分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

規
制
特
例
提
案
事

項
管
理
番
号

具体的事業の実施内容 提案理由・代替措置の内容
提案主体
名

制度の
所管・関
係官庁

0
4
3
0
1
9
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下水道施
設の耐用
年数の延
長とそれ
に伴う下
水道事業
債の償還
期限の延
長

地方財政法
第５条の２

「地方公営
企業法の適
用を受ける
指定事業の
勘定科目等
について」
（昭和３８年
１２月１２日
自治丙企発
第５号）

（１）耐用年数の根拠を国交省通知とすること
について
　　下水道事業の耐用年数については、ご指
摘の財務省令を根拠とするものではなく、「地
方公営企業法の適用を受ける指定事業の勘
定科目等について（昭和３８年１２月１２日自治
丙企発第５号）」による耐用年数の取扱いによ
り整理されていると理解（公営企業法適用事
業だけでなく法非適用事業も同様）。当通知に
おいては、建築物であれば処理設備・管渠５０
年、機械設備であればポンプ設備２０年など、
国交省通知と同程度の内容。
（２）耐用年数に基づく起債の償還年限の延長
について
　　償還年限の限度（借換等まで含む）は、ご
要望の内容に沿った取扱い（国交省通知と同
程度の耐用年数の設定）が現状も行われてい
る。
　　しかし、下水道事業における各資金毎の償
還年限については、政府資金が３０年、公庫
資金が２８年となっており、下水道事業におけ
る耐用年数とは差が生じている現状。（現在の
各資金の償還年限の設定については、耐用
年数と同じものとして設定されているものでは
ないと思料。（その差をカバーするための制度
が既に存在））

D Ⅳ

（１）耐用年数の根拠を国交省通知とする要望について
　　現行の取扱いと国交省通知に間に不利は無いものと考え
られる。また、当通知により規定がされていない各種施設につ
いては、国交省通知により判断することとして問題はないもの
と考える。
（２）耐用年数の延長による償還年限の延長について
　　御要望の地方財政法第５条の２による地方債の償還年限
の制限については、国交省通知と同程度の耐用年数を現行
取り扱いで設定することが可能であることから、それに基づく
起債の償還年限（借換等）については問題が生じないと考え
る。
　　また、政府等資金の償還年限の延長については、基本的
には契約の相手方の整理によるものと理解するが、総務省と
しては耐用年数に応じた償還年限の延長を関係機関に要望し
ているところ。
　　なお、ご指摘の点を解決するために、平成１６年度より下
水道事業債の償還期間と減価償却期間との間に差が生じる
ことによる構造的な資金不足に対する措置として、資本費平
準化債の対象範囲を拡大し、償還元金から原価償却額を差し
引いた額について起債可能としたのでご活用いただきたい。

　貴省回答によればＤ（現行規定により
対応可）であり、政府等資金の償還年限
の延長について、耐用年数に応じた償還
年限の延長を関係機関に要望していると
のことであるが、当該要望に対する関係
諸機関の対応等について、明らかにされ
たい。

Ｄ Ⅳ
　平成１８年度の政府資金に係る償還期限の延長につ
いては、財務省に認められなかったところ。

1
1
0
1
0
1
0

美しい海岸線や多彩な生態系など、ふん
だんな地域資源を有する京丹後市では、
海・山・川を活かした憩いの場づくりを進
めており、この豊かな地域資源を守るため
汚水処理施設の早期整備促進をめざして
いる。全国の下水道普及率が68％という
中で、京丹後市の普及率は約24％にとど
まっている。下水道の整備に伴う起債の
償還金は莫大で、償還利息だけで一般会
計から多額の繰り入れをしているが、この
ままでは、毎年一般会計から繰り入れを
行ったとしても新規の整備に着手できない
状態が当面続く。このため、償還期限を延
長することにより、新規事業を推進して普
及率を高め、料金収入を加速させる。

（提案理由）
下水道施設の補助対象施設については国土交通省
の平成15年の事務連絡で定められたいるが、原価
償却資産としての下水道設備の耐用年数はそれより
も短い。また、その資産の耐用年数を根拠に起債の
償還期限が定められている。今回の提案で、補助対
象の規定に統一することで耐用年数を延長し、起債
の償還期限も延長する。また既存の起債に関しても
適用することで、毎年の償還額が縮小され、下水道
事業の推進を図ることができる。
（代替措置）
償還期限が延長されればその間の利息が心配され
るが、下水道事業の普及にともない利用料収入が見
込めることからその分確保できると考える。

京丹後市
総務省
財務省
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0 現行郵便

局業務に
関わる規
制の緩和

日本郵政公
社法第１条、
第１９条

郵便局においては、日本郵政公社法第１条に
規定する目的に基づき、同法第１９条に限定
的に規定されている業務を行うものであり、郵
便局職員は、この業務に従事するものとされ
ている。

Ｃ Ⅰ

郵便局は、日本郵政公社法に基づき、独立採算性の下、信書
等の送達の役務等を提供する業務を行う等を目的として、業
務を限定しているものであり、郵便局が日本郵政公社としての
業務を行うとともに、ご提案にあるような「営利事業ができるよ
うような措置」を講じること、また、この営利事業に郵便局職員
を従事させることは不適切と考える。

　本提案の趣旨は、特区内の郵便局が
営利事業をできるよう、国家公務員法に
一時的に特例を設けることにある。
　この点及び右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し、回答されたい。

当方の提案を「不適切」と判断した理由を開
示ねがいます。当方の提案は二年後には
設立される郵便局株式会社の為に目黒区
内の特定郵便局スタッフの協力を得てＦ／
Ｓ（Feasibility Study:実行可能性調査）を行
うための法の例外措置提案であります。郵
政民営化を成功させるためには、現役の郵
便局関係者を動員して完璧なＦ／Ｓをしなけ
ればならないと思います。そしてその為には
国家公務員法に準じる郵政公社法に規制さ
れている局員さんたちが、将来の郵便局会
社の目的である営利事業を行えるように法
的な例外規定を確保しその上で現在の身
分のまま企業として採算のあう収益をあげ
ることを目的にＦ／Ｓを実行できるようにした
いと思うものであります。再検討をお願いし
ます。

Ｃ Ⅰ

郵便局株式会社が設立される等までの郵政民営化の準
備期間中の職務の遂行に当たっては、円滑な民営化に
向け、現行法定された公社の業務に専念することが適
当であり、ご提案にあるような他の企業が行う営利事業
に郵便局の職員が従事することは、現行職務の遂行に
支障が生じる可能性が高いことから不適切である。な
お、国家公務員法において、職員の兼業の許可に係る
制限が設けられているところであるが、職務の遂行に支
障が生ずる場合は、許可されないこととなっている。

右の提案主体
からの意見を
踏まえ、再度
検討し、回答さ
れたい。

ご回答に「他の企業が行う営利事
業に郵便局の職員が従事」云々と
ありますが、誤解です。当方の提
案は目黒区内の特定郵便局が自
らの手でＦ／Ｓを行う為に特区とし
ての例外措置を提案したもので
す。現在は日本郵政公社法によっ
て規制を受けますから、このような
ＦＳができません。特区の許可が下
り次第、目黒区内の２４郵便局の
自発的企画として現場のつくるＦＳ
案を目黒区が提出予定です。ＦＳ
の範囲については資料提出済みで
す。此れだけのことをしっかり調査
検討しなければ、郵便局会社がで
きたとしても、企業間競争に敗れま
す。最重要事は各特定郵便局員が
自らイニシャティヴを発揮して『働け
ば働いただけ儲かる』システムを構
築することです。

Ｃ Ⅰ

再意見の中に、「（当方の再検討の回答で）他の
企業が行う営利事業に郵便局の職員が従事」と
回答しているのは誤解と指摘されているが、こ
れは、再検討の際に「特定郵便局スタッフの協
力を得てＦ／Ｓを行う」との提案主体からの意見
を踏まえて検討したものであり、誤解していると
は考えていない。なお、この部分について、今回
の再意見では「特定郵便局が自らの手でＦ／Ｓ
を行う」と提案内容の根本が変わっており、ま
た、「目黒区内の２４郵便局の自発的企画として
現場のつくるＦＳ案を目黒区が提出予定」と新た
な提案が追加されたりしており、このように提案
内容に一貫性や具体性が乏しいものを検討す
るのは困難である。
いずれにしても、日本郵政公社の業務の範囲や
職員の兼業許可に関わるものであり、関係機関
（日本郵政公社、目黒区等）とＦ／Ｓを行う必要
性、緊急性、役割分担等を十分協議し、関係機
関の賛同を得てから提案すべきものと考える。
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小泉首相は民間でやれることは民間が行
うという趣旨の発言をされた。此れを受け
て、前国会では、郵便局がコンビニになる
等の議論が交わされた。私はコンビニより
も更に先進的なＩＴ物流の実行機関を企図
して、目黒区内の特定郵便局の協力でＦ
／Ｓを行いたい。現場の声を反映するた
めには、国家公務員法に一時的に特例を
設けて、特区内の郵便局が営利事業がで
きるような措置が必要なので、ここに提案
するものである。許可された暁には、郵便
小包の局留め貨物に関する受渡と決済を
試行し、民営郵便局会社のプロトタイプと
したい。国の郵便局会社が全国各市町村
に普及するのは10年かかる計画だが、
我々のノウハウを各市町村に有償で譲渡
したい。

生産から消費への物流は生産者⇒商社⇒問屋⇒小
売屋という伝統的な流れと、生産者から大規模小売
業者という比較的新しい流れとがある。前者は後者
に代替されつつあり、且つ百貨店・スーパーがコンビ
ニに代替されつつある。今後はパソコンや携帯電話
で生産者と消費者が直結され、適正な生産計画に
よって在庫が事実上なくなる。従って消費者価格が
限りなく生産コストに近づく。さらに郵便局の局留め
貨物とすることで、運送コストは大幅に軽減される。
郵便局員が貨物を消費者に手渡す前に代金をＡＴＭ
で生産者に送金したことを確認する業務により、売上
代金回収を担保できるので、生産者としては債権リ
スクをゼロとすることが可能となる。このように郵便局
が受渡と決済を行うことによって社会の役にたつの
であるから、その分生産者から手数料を収入できる
ように関連公務員規定を撤廃したい。特例の適用に
よる弊害はない。（別様あり）

株式会社
データバ
ンク

総務省
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郵政官署
による市
町村事務
委託特別
区域

地方公共団
体の特定の
事務の郵便
局における
取扱いに関
する法律第
２条

日本郵政公
社法第１９条
第２項第１６
号

１　地方公共団体は、日本郵政公社との協議
（規約の制定・議会の議決必要）により規約を
定め、次に掲げる事務を郵便局において取り
扱わせることができる。
 ○　戸籍の謄本、抄本等
 ○　納税証明書
 ○　外国人登録原票の写し及び外国人登録
原票記載事項証明書
 ○　住民票の写し及び住民票記載事項証明
書
 ○　戸籍の附票の写し
 ○　印鑑登録証明書
の交付の請求の受付及び写し・証明書の交付
事務（本人請求に係るもの）
２　日本郵政公社は、上記により取扱う地方公
共団体の事務その他委託を受けた地方公共
団体の事務を取り扱う

Ｃ

「地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関
する法律」に列挙する各種証明書の交付事務は、住民の個人
情報に関わり、プライバシーの保護、人権への配慮等の観点
から、特に慎重かつ適正な事務処理が求められることから、
当該交付事務の公証行為自体は、地方公共団体の長に留保
し、郵便局の窓口では、事実行為のみを行うこととしている。
一方、多治見市が郵便局に委託したいとしている５７事務のう
ち、第７次提案までの回答で「現行の規定により対応可能（Ｄ
－１）とした２９事務を除く２８事務についても、住民の個人情
報に関わり、プライバシーの保護、人権への配慮等の観点か
ら、特に慎重かつ適正な事務処理が求められるものである
が、相談に対する対応や、質問により請求者等の実情を把握
した上での判断、場合によっては他の窓口に取り次ぎなど事
実行為にとどまらない場合があり、特区として対応することは
できない。

　右の提案主体からの意見を踏まえ、再
度検討し、回答されたい。

現行の規定により対応可能な（D-1）29事務
を除く28事務について、事務の多くは申請
書の受付であり、相談対応や実態把握した
うえでの判断などは生じない事務である。し
かし、貴省が懸念されている事実行為にと
どまらない場合の対応としては、委託郵便
局に専用FAX及び電話を設置し、FAXで市
役所へ送信された申請書・各届出書の内容
について、市役所職員が直接電話で聞き取
りを行うため、慎重かつ適正な事務処理が
行われると考える。

Ｃ

多治見市が郵便局に委託したいとしている５７事務のう
ち、第７次提案までの回答で現行の規定により対応可能
とした２９事務を除く２８事務については、住民の個人情
報に関わり、プライバシーの保護、人権への配慮等の観
点から、特に慎重かつ適正な事務処理が求められるも
のであるので、公証行為に係る部分については、地方公
共団体自らが実施する必要がある。
　したがって、郵便局に専用ＦＡＸ等を設置し、申請書・各
届出書の内容について、市役所職員が直接電話で聞き
取りを行うこととしても、公証行為の一部を含む事務の
性格上、郵便局の職員が実施すべきものではないた
め、特区として対応することはできない。

右の提案主体
からの意見を
踏まえ、再度
検討し、回答さ
れたい。

郵政局に委託する57事務のうち現
行の規定により対応可能とした29
事務を除く28事務については、地
方公共団体の特定の事務の郵便
局における取扱いに関する法律に
規定する住民票の写し等の交付と
同様、取次の範疇を越えないの
で、公証行為にはあたらないと判
断することから、再度検討された
い。

C

多治見市が郵便局に委託したいとしている５７
事務のうち、第７次提案までの回答で現行の規
定により対応可能とした２９事務を除く２８事務
については、住民の個人情報に関わり、プライ
バシーの保護、人権への配慮等の観点から、特
に慎重かつ適正な事務処理が求められるもの
である。また、再意見では「公証事務にあたらな
いと判断する。」とのことであるが、相談に対す
る対応や、質問により請求者等の実情を把握し
た上での判断、場合によっては他の窓口への取
り次ぎなど、事実行為にとどまらず公証事務に
該当する場合があることから、公証行為に係る
部分については、地方公共団体自らが実施する
必要がある。
　したがって、公証行為の一部を含む事務の性
格上、郵便局の職員が実施すべきものではない
ため、特区として対応することはできない。
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現在、市内に10箇所の地区事務所(サー
ビスセンター）を設置し、61事務を取扱い
年間12万件の利用者がある。地区事務所
が取扱う61事務のうち、戸籍届書の受
理、死産届の受付、埋火葬許可証の交
付、国民健康保険証の作成交付を除外す
る57事務を対象とする。そのうち、郵政官
署法で取扱いできる事務及び郵政官署法
によらなくても取扱い可能な事務29事務を
除く28事務について、事務の範囲を拡大
し、地区事務所事務を特定郵便局に委託
することで自治体事務の合理化を図るも
のである。

郵政官署による市町村事務委託特別区域について
は、第2次募集から提案しているが、対応不可の回
答に留まっている。理由とする個人情報に関わるプ
ライバシーの保護等は、国家公務員法第100条（秘
密を守る義務）で担保されている。事務処理について
は、マニュアルの整備や実務研修の実施によって正
確な処理はできると判断する。また、FAX及び電話
の設置によって内容の点検や審査を市役所担当窓
口が行うため、公証事務ではなく取次事務である考
える。この事務でかかる経費（人件費等）を委託料と
して郵政官署に負担することにより、国、地方自治体
において課題となっている効率的な行政運営を実現
することが可能であり、地域の住民から幅広い支持
が得られ、大きなメリットがあると考え提案する。

多治見市 総務省

0
4
3
0
2
2
0

ケアハウ
スに設置
するスプ
リンクラー
の要件緩
和

消防法第１７
条第１項、消
防法施行令
第６条、同令
第１２条第１
項第３号、消
防法施行規
則第１３条第
２項

ケアハウスについては、消防法施行令第12条
第１項第３号に基づき、床面積の合計が6,000
㎡以上のもの（平屋建を除く。）に対し、スプリ
ンクラー設備の設置が必要とされている。

Ｅ
　床面積の合計が6,000㎡未満のケアハウスについては、消
防法令でスプリンクラー設備の設置義務を課していないことか
ら、特区によるべき事項ではない。 1

1
5
3
0
1
0 （省略）の（省略）廃校校舎を地域再生、雇

用の確保、地元経済の発展の為に（省
略）最初のケアハウスとして再利用したい
と思います。

（省略）では（省略）の廃校跡を知的障害者授産施設
として社会福祉法人が有効活用してます。当地でも
地域の雇用の改善、地元商店街の活性化、そして何
よりも長い冬・積雪におびえる高齢者世帯のため廃
校となった空き校舎を20人程度のケアハウスとして
有効活用したいと思ってます。本来消防法ではケア
ハウスは延べ床面積6,000㎡以上のものに設置する
ものとなっています。けれども各消防本部による見解
が異なり特定型ケアハウスの場合、避難が困難なも
のとして扱われ、1,000㎡以上に設置するということも
あると聞く為提案しました。代替措置の内容①二方
向避難広い階段が確保②片側は廊下で窓はすべて
開けられる。もう片方の居室にもすべて開けられる
サッシとなっていて煙を十分に排出③各居室に消火
器を設置。又は別な措置として計画の建築物は3階
建てであるが、入所者のうち、特定入所者の入所を1
階とし、その床面積を1,000㎡以下とします。

個人 総務省

0
4
3
0
2
3
0

ケアハウ
スに設置
する屋内
消火栓の
要件の緩
和

消防法第１７
条第１項、消
防法施行令
第６条、同令
第１１条第１
項第２号

ケアハウスについては、消防法施行令第11条
第１項第２号に基づき、延べ面積の合計が700
㎡以上のものに対し、屋内消火栓設備の設置
が必要とされている。

Ｃ

　ケアハウスを利用する高齢者は、自ら避難することが困難な
場合が多く、初期消火が有効に行われなければ火災の拡大
により被害が大きくなる可能性が高い。
　これに対して、屋内消火栓設備は、屋内に設置するものであ
ることから、建築物内の可燃物等に着火した最も初期の段階
の火災に対して効力を有するものであり、火災が発生した場
合の迅速な消火活動に資するものである。
　以上のことから、ケアハウスにおける屋内消火栓設備の設
置要件を緩和することはできない。

1
1
5
3
0
2
0

（省略）の（省略）（延べ床面積990㎡）だっ
たものが現在では使われてなく、地域の
振興のために小規模ケアハウスとして再
利用したいと思います。本来消防法では
ケアハウスは延べ床面積700㎡以上のも
のに設置すべきとなっているが1,000㎡以
上となるよう緩和していただきたい。

（省略）では（省略）の廃校跡を知的障害者授産施設
として社会福祉法人が有効活用してます。当地でも
地域の雇用の改善、地元商店街の活性化、そして何
よりも長い冬・積雪におびえる高齢者世帯のため空
家となった（省略）を20人程度の小規模ケアハウスと
して有効活用したいと思っています。本来消防法で
はケアハウスは延べ床面積700㎡以上のものに設置
すべきとなっているが1,000㎡以上となるよう緩和して
いただきたい。是非よろしくお願いいたします。その
代替措置として建物と並行してすぐ目の前に水量豊
かな大きめの川があり、建物から5ｍ先に消防署が
ある為、すぐ川の水を使って消火できます。こんな地
理的な有利さは全国にはないと思われます。それか
ら念のために可搬式動力ポンプを設置いたします。

個人 総務省
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 04 総務省（8次提案最終回答）

管
理
コ
ー

ド

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状
措置の分
類

措
置
の
内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

規
制
特
例
提
案
事

項
管
理
番
号

具体的事業の実施内容 提案理由・代替措置の内容
提案主体
名

制度の
所管・関
係官庁

0
4
3
0
2
4
0

防護対象
物への水
噴霧・泡
ヘッド取り
付け基準
の緩和

危険物の規
制に関する
政令第２０条
危険物の規
制に関する
規則第３２条
の５、第３２
条の６

危険物施設には、その施設の形態に応じた消
火設備を設置する必要がある。

E

　要望者の有する施設が製造所又は一般取扱所であれば、
全架構床面において危険物機器を据え付けていない部分に
ついては、水噴霧消火設備又は泡消火設備以外の消火設備
を設けることは可能である。

　貴省回答はＥ（事実誤認）ということで
あるが、本提案においては、架構に据え
付けた危険物機器に第３種消火設備で
ある水噴霧消火設備や泡消火設備を設
置する場合の基準の緩和を求めている。
　これについては、他の消化設備の設置
を前提にするのではなく、代替措置とし
て、危険物機器据付け床面の周囲に液
止めを設置し危険物機器から漏洩した
液の拡散を防止して防災レベルを確保
する等の措置を講ずることにより、危険
物機器を据え付けていない架構床面に
対しては水噴霧消火設備、泡消火設備
のいずれも取り付けなくてもよいようにす
るというのが、提案の趣旨である。
　これについての実現の可否及びその
理由を明らかにするよう、再度検討し、
回答されたい。

現行規定下において水噴霧消火設備や泡
消火設備の他に屋外消火設備や屋内消火
設備等が設置出来ることは承知している。し
かし、弊事業所のように可燃物を多く取り扱
う石油化学プラントでは、人が発災現場に
行って消火作業をする消火栓設備等は、操
作者の安全面や人手確保面で不適ゆえ通
常設置せず、人手を要さずに遠隔操作可能
な固定式の水噴霧消火設備等を設置して
いる。従って、１次回答の内容（水噴霧消火
設備等以外の消火栓設備等を設置せよ）は
提案者の要望（水噴霧消火設備等設置の
場合の設置基準の緩和）に応えられていな
い。

C Ⅲ

危険物機器を据え付けていない架構床面において火災
が生じた際、消火設備を設置していないことで、火災が
拡大し危険物機器にまで延焼する恐れがある。
　以上のことから、危険物機器を据付ていない架構床面
に対する消火設備の取り付けを不要にすることはできな
い。

右の提案主体
からの意見に
ついて検討し、
回答されたい。

危険物施設において、危険物機器
を据え付けている架構床面に対し
ては噴霧ヘッドを有する固定式の
消火設備（水噴霧消火設備や泡消
火設備（固定式）のいずれか）を取
り付けし、危険物機器を据え付けて
いない架構床面に対しては移動式
の消火設備（屋外消火栓設備、屋
内消火栓設備、泡消火設備（移動
式）及び粉末消火設備等のいずれ
か）を切り分けて取り付けることが、
現行法（補足資料１～６）において
可能であることの確認をお願いした
い。

Ｄ Ⅲ

　第１回目の回答のとおり、要望者の有する施
設が製造所又は一般取扱所であれば、危険物
機器を備え付けている部分に防護対象物の火
災を有効に消火できるように水噴霧消火設備又
は泡消火設備を据え付け、その他の部分に水
噴霧消火設備又は泡消火設備以外の消火設備
を設けることは可能である。

1
0
0
6
0
1
0

発災時に貴重な消火用水は、可燃物を取
り扱う設備に対し集中させ有効に使用す
ることを目指す。具体的には、架構に据え
付けた危険物機器に第３種消火設備であ
る水噴霧消火設備や泡消火設備を設置
する場合、危険物機器を据え付けた架構
床面に対して水噴霧ヘッドや泡ヘッドを取
り付けし、危険物機器を据え付けていない
架構床面に対しては取り付けない。本提
案によって、防消火設備（水噴霧ヘッド、
泡ヘッド、消火用水配管、消火用水供給
ポンプ等）の設備費の削減につながる。添
付資料1（図１．水噴霧・泡ヘッドの配置平
面図例）参照。

（提案理由）○現行法では、水噴霧・泡ヘッドは防護
対象物（消火すべき対象物）の全ての表面積(建築
物（架構のような工作物を含む）の場合は、床面積）
に対し取り付けが必要だが、危険物機器の無い架構
床面では火災発生の可能性が少ないので、ヘッド取
り付けを不要にする。○高圧ガス設備（高圧ガス保
安法適用）の防消火設備（水噴霧ヘッド）は、高圧ガ
ス設備に対してのみ設置し、高圧ガス設備の無い床
面へは設置してない。有機化学品製造プラントの１
例で、泡ヘッド総数に占める危険物機器の無い架構
床面対応のヘッド数は２９％であり、本提案によりこ
れを削減できる。添付資料１（ヘッド数算出根拠）参
照。
（代替措置）火災発生源は危険物機器からの液漏洩
ゆえ、例えば、危険物機器据付け床面の周囲に液止
めを設置し危険物機器から漏洩した液の拡散を防止
して防災レベルを確保する。

大分コン
ビナート
立地企業
連絡協議
会

総務省

0
4
3
0
2
5
0

コンビ
ナート事
業所にお
ける防油
堤内通過
配管の設
置の緩和

危険物の規
制
に関する規
則
第２２条第２
項
第１１号

屋外タンク貯蔵所の防油堤内においては、当
該屋外タンク貯蔵所に係る配管以外の配管の
設置を禁止している。

C

　防油堤内の危険物配管通過を認めた場合、以下のような問
題があるため認められない。
・通過する配管から危険物が漏洩する危険性があること。
・防油堤内に漏洩した危険物の回収等の消防活動を実施する
に際して支障をきたすこと。
等

　提案主体は、防油堤内通過配管の設
置の緩和に当たって、配管からの漏洩
防止対策の向上を図るための代替措置
を示しているところである。
　この点及び右の提案主体からの意見
を踏まえ、提案が実現できないか、再度
検討し、回答されたい。

前段の「配管からの漏洩」に関しては、防油
堤を「通過する」「しない」に関わらずおこりう
る事象であり、今回の提案では、代替措置
として、遮断弁の設置等により、配管からの
漏洩の危険性の低減を図ることとしていま
す。
後段の「消防活動に支障」に関しては、防油
堤内の方が拡散が極小化され、防油堤外
より回収は容易と考えます。
また、今回の提案では、消防活動に支障を
きたさないように、設置されている全ての危
険物屋外貯蔵タンクが構内道路に直接面し
ている防油堤に限定することと提案しており
ますが、この｢代替措置｣について、貴省の
ご見解をご教示願います。

C Ⅲ

　　防油堤内における配管から危険物が漏えいし、これ
に着火した場合、タンク本体に延焼する恐れが生じる。
また、タンクにおいて発災した際に、防油堤内の配管が
破断することで、災害の拡大につながる恐れがある。
　遮断弁の設置は、迅速な遮断措置の実施、停電時の
機能確保など問題が多く、代替措置として適当と判断す
ることはできない。
　また、防油堤内のタンク全てが構内道路に面していた
としても、防油堤内で発生した火災の消火作業や漏えい
した危険物の回収作業を行うに際して、防油堤内通過
配管は消防活動に支障をきたす。
　以上のことから、コンビナート事業所における防油堤内
通過配管の設置の緩和を認めることはできない。

右の提案主体
からの意見を
踏まえ、再度
検討し、回答さ
れたい。

　「遮断弁の設置」に関しては、災
害時には、フェールセール（遮断）
状態となるよう設定されており迅速
な遮断措置は可能であり、また、
バックアップ電源により停電時にお
いても機能は確保されています。
　「消防活動に支障」に関しては、
既設配管に通過配管を並設するこ
とから、支障の度合いに大差はな
いと考えます。
　なお、一律に通過配管を認めな
いのではなく、配管からの漏洩防
止対策など安全性の向上や消防
活動に支障をきたさない対応を図
ることで、危険物の規制に関する政
令第２３条（基準の特例）の規定に
基づき、地元自治体との協議の
上、現場の状況（例えば、タンクの
内容物、通過させようとする配管の
サイズや流体物など）によっては防
油堤内の通過配管の設置が実現
可能であるかどうか御教示願いま
す。

Ｃ Ⅲ

　遮断弁の設置は、迅速な遮断措置の実施、停
電時の機能確保など問題が多く（大地震時に
バックアップ電源等の機能が働かない恐れがあ
る等）、代替措置として適当と判断することはで
きない。
　防油堤内の通過配管を認めた場合、防油堤
内における配管から危険物が漏えいし、これに
着火した場合、タンク本体に延焼する恐れが生
じる。また、タンクにおいて発災した際に、防油
堤内の配管が破断することで、災害の拡大につ
ながる恐れがあるため、コンビナート事業所にお
ける防油堤内通過配管の設置の緩和を認める
ことはできない。
　危険物の規制に関する政令（以下、「危政令」
という。）第２３条により、市町村長は、製造所等
について、危険物の品名及び最大数量、指定数
量の倍数、危険物の貯蔵又は取扱いの方法並
びに製造所等の周囲の地形その他の状況等か
ら判断して、危政令第３章の規定による製造所
等の位置、構造及び設備の基準によらなくとも、
火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、
かつ、火災等の災害による被害を最少限度に
止めることができると認めるときには特例として
危険物施設の設置の許可を行うことができる
（危政令第２３条）。

1
1
0
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0
2
0

一定の条件を満足する場合、危険物屋外
タンク貯蔵所の防油堤内の危険物配管通
過を可能とすることにより、事業所用地の
効率的活用及び配管等建設コストの低減
を図る。

提案理由：
(1)防油堤を迂回する場合、配管長が長くなるのみな
らず、パイプラック等の新設が必要となり、相当の費
用増となる。
(2)防油堤を迂回することで配管長が長くなると、監
視/点検箇所が増加し、運転員の日常点検が増加す
るのみならず、保全費用も増加となる。
代替措置：
(1)通過配管を設置しても、タンク火災発生時の消火
活動に支障をきたさないよう、設置されている全ての
危険物屋外貯蔵タンクが構内道路に直接面している
防油堤とする。
(2)他の危険物及び可燃性ガスの配管等を通過させ
た場合、火災・漏洩事故の際の防災活動に齟齬が
生じることを回避するよう、通過配管は消防法で規定
する第４類危険物の配管のみとする。
(3)通過配管に遮断弁を設置し、漏洩時に遮断弁を
閉止することにより、漏洩量の極小化を図る。
(4)通過配管の材質をグレードアップ及び溶接継手を
採用する等して、配管からの漏洩防止対策の向上を
図る。

千葉県 総務省

0
4
3
0
2
6
0

石油コン
ビナート
等災害防
止法に基
づく地域
指定の解
除もしく
は、保有
空地の確
保や敷地
内距離確
保、防油
堤の設
置、流出
油防止堤
の設置の
規制の緩
和

●地域指定
の解除
・石油コンビ
ナート等災
害防止法第
２条第２項
●規制の緩
和
・危険物の
規制に関す
る政令第１１
条第１項第１
号の２、第２
号及び第１５
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●地域指定関係
大量の石油又は高圧ガスを扱う地域を石油コ
ンビナート等特別防災区域として指定する。※
当該区域に所在する特定事業所に対し、特定
防災施設や自衛防災組織の設置等の義務を
課すもの
●規制の緩和関係
①石油コンビナート等特別防災区域に所在す
る特定事業所に存する屋外タンクに、貯蔵す
る危険物の引火点の区分ごとに、それぞれ空
地を設なければならない。
②屋外タンクの側版から敷地内距離を確保し
なければならない。
③液体の屋外タンクの周囲に防油堤を設けな
ければならない。
④容量が１万キロリットル以上のタンクがある
場合には、流出油等防止堤を設置しなければ
ならない。
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●石油コンビナート等特別防災区域（以下「区域」という）につ
いては、石油の取扱量等の数量的要件や地理的状況・地域
の実情等を考慮し、関係都道府県知事及び関係市町村長の
意見を聴き、政令でその区域を定めているところ。引き続き使
用することを前提としている場合には、区域指定の解除はでき
ない。なお、危険物施設の用途を廃止すれば、区域指定の解
除は行われるものである。
●引き続き使用することを前提としている場合には法令の基
準を維持することが必要。今後その使用が予定されないもの
であれば、速やかに廃止届出を提出し危険物施設として廃止
すべきである。なお、市長が火災の発生及び延焼のおそれが
著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限に止め
ることができると認めるときには、危険物の規制に関する政令
第３章の規定は適用しないこととすることができる（危険物の
規制に関する政令第２３条）ことを申し添える。
　 また、流出油防止堤については、防油堤のすべてを囲むこ
ととされている。（石油コンビナート等における特定防災施設等
及び防災組織等に関する省令第４条）
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　唐津市にある、㈱九州電力唐津火力発
電所は、平成１６年１０月から１０年間の計
画停止期間中で、３基あった重油貯蔵タン
クのうち１基は撤去された。地域指定の解
除もしくは、規制の緩和をすることで、タン
クが撤去された地点を含めた発電所の敷
地等を交流ゾーンとして利活用を図る。敷
地の緑地・レクリェーション用地として活
用、敷地へアクセスするための親水プロ
ムナードの整備を図る。
　また将来的には、バイオ関係（バイオマ
ス自然エネルギー、クリーンエネルギー）
の研究施設の設置も検討する。

　㈱九州電力唐津火力発電所は、平成１６年１０月
から１０年間の計画停止期間中で、３基の重油貯蔵
タンクのうち１基は撤去され、残る２基（５万kl×２基）
のタンクも、重油が完全に抜き取られています。しか
し、石油コンビナート等災害防止法に基づく地域指定
は解除されず、敷地の利活用についても規制されて
います。停止期間中については、石油コンビナート等
災害防止法に基づく地域指定を解除もしくは、危険
物の規制等の緩和ができれば、撤去されたタンクの
あった地点を含めた敷地の有効な利活用が可能に
なる。
　・保有空地の確保（タンクの外壁から61ｍ：タンクの
直径×１倍）
　・敷地内距離確保（タンクの外壁から110ｍ：タンク
の直径×1.8倍）
　・防油堤の設置
　・流出油防止堤の設置
　以上の規制緩和
（代替措置）使用の届出による用地の使用
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